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はじめに

日本は2030年までに何かをしないと
滅びてしまうってご存じですか？
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はじめに

内閣府は、次元の異なる少子化対策の実現の
ため、「こども未来戦略」を策定しておりま
す。
策定した「こども未来戦略MAP」とともに、
「こども未来戦略」のこども・子育て政策の
基本的考え方をみてみましょう。
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はじめに
こども未来戦略
こども・子育て政策の基本的考え方 ～「日本のラストチャンス」2030 年に向けて～

○少子化は、我が国が直面する、最大の危機である。

○ 2022 年に生まれたこどもの数は77 万759 人となり、統計を開始した1899 年以来、最低の数字となった。
1949 年に生まれたこどもの数は約270 万人だったことを考えると、こどもの数はピークの３分の１以下にま
で減少した。また、2022 年の合計特殊出生率は、1.26 と過去最低となっている。

～～～

○こうした急速な少子化・人口減少に歯止めをかけなければ、我が国の経済・社会システムを維持すること

は難しく、世界第３位の経済大国という、我が国の立ち位置にも大きな影響を及ぼす。人口減少が続けば、
労働生産性が上昇しても、国全体の経済規模の拡大は難しくなるからである。今後、インド、インドネシア、
ブラジルといった国の経済発展が続き、これらの国に追い抜かれ続ければ、我が国は国際社会における存在
感を失うおそれがある。

○若年人口が急激に減少する2030 年代に入るまでが、こうした状況を反転させることができるかどうかの
重要な分岐点であり、2030 年までに少子化トレンドを反転できなければ、我が国は、こうした人口減少を
食い止められなくなり、持続的な経済成長の達成も困難となる。2030 年までがラストチャンスであり、我が
国の持てる力を総動員し、少子化対策と経済成長実現に不退転の決意で取り組まなければならない。
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はじめに
育児介護休業法が段階的に改正されます！

（出典：厚生労働省「育児介護休業法 改正ポイントのご案内」）
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はじめに

政府は、労働力不足について、少子化対策や高齢者就
業機会の確保・女性活躍推進・外国人雇用等、さまざ
まな角度からの法改正や制度変更等整備し、「多様な
人材」や「柔軟な働き方」を進めています。

では、企業は、労働力不足を回避するためにも「人を
大切にする」職場づくりのためにどうするべきか…。
このことを取り上げ、

７．大切な人材を失わないために

について、講義いたします。
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１．職場のトラブルをめぐる情況
厚生労働省によると、「職場のトラブル」に関する相談は、１６年連続100万件を超え、内容は「いじめ・嫌がらせ」が12年

連続トップとなっています。
また、厚生労働省による職場のハラスメントに関する実態調査（令和5年度）では、パワハラ、セクハラおよび顧客等からの

著しい迷惑行為について、勤務先での経験有無・頻度を聞いたところ、各ハラスメントを過去3年間に一度以上経験した者の割
合は、パワハラが19.3％、顧客等からの著しい迷惑行為が10.8%、セクハラが6.3％となり、さらに過去5年間に就業中に妊娠/
出産した女性労働者の中で、妊娠・出産・育児休業等ハラスメントを受けたと回答した者の割合は、26.1％となっています。ハ
ラスメントに関する問題は、どの企業にも関係する問題となっています。
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１．職場のトラブルを
めぐる情況

そして、ハラスメントの取組を進める
上での課題について、取組を実施してい
る企業では、「ハラスメントかどうかの
判断が難しい」（59.6%）が最も高く、
対応に苦慮していることが伺えます。

（出典：厚生労働省「令和５年度厚生労働省委託事業職場のハラ
スメントに関する実態調査報告書 (概要版)」）
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１．職場のトラブルをめぐる情況

また、ハラスメン
トの種類を問わず、
予防・解決のために
実施している取組と
して、「相談窓口の
設置と周知」の割合
が最も高く、次いで
「ハラスメントの内
容、職場におけるハ
ラスメントをなくす
旨の方針の明確化と
周知・啓発」となっ
ています。

（出典：厚生労働省「令和５年度厚生労働省
委託事業職場のハラスメントに関する実態調
査報告書 (概要版)」）
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職場における パワーハラスメント対策 、セクシュアルハ
ラスメント対策 、妊娠・出産・育児休業等に関するハラ
スメント対策は事業主の義務です！

１．職場のトラブルをめぐる情況

職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々
なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げに
なることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける
等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、
職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失に
つながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
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①パワハラの場合

職場におけるパワーハラスメントとは、

職場において行われる、

①優越的な関係を背景とした言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③労働者の就業環境が害されるもの

①から③までの３つの要素を全て満たすもの

をいいます。

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適
正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラ
スメントには該当しません

当該言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与
えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発
揮に重大な悪影響が生じる等の当該労働者が就業する上
で看過できない程度の支障が生じることを指します。
この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、
すなわち、「同様の状況で当該言動を受けた場合に、社
会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支
障が生じたと感じるような言動であるかどうか」を基準
とすることが適当です。なお、言動の頻度や継続性は
考慮されますが、強い身体的又は精神的苦痛を与える態
様の言動の場合には、１回でも就業環境を害する場合が
あり得ます。

２．どのような行動がハラスメントになるのか
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職場におけるパワーハラスメントの状況は多様ですが、厚生労働省では、代表的な言動の類型として以下の
６つの類型があり、類型ごとに次のように例示しています。

代表的な言動の類型 （イ）該当すると考えられる例 （ロ）該当しないと考えられる例

⑴ 身体的な攻撃
（暴行・傷害）

①殴打、足蹴りを行う
②相手に物を投げつける

①誤ってぶつかる

⑵ 精神的な攻撃
（脅迫・名誉棄損・侮
辱・ひどい暴言）

①人格を否定するような言動を行う。相手の性的指向・性
自認に関する侮辱的な言動を含む。
②業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい
叱責を繰り返し行う
③他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰
り返し行う
④相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール
等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信する

①遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意して
もそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をする
②その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動
を行った労働者に対して、一定程度強く注意をする

⑶ 人間関係からの切
り離し （隔離・仲間外
し・無視）

①自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期
間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする
② 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、 職場で
孤立させる

①新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別
室で研修等の教育を実施する
②懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務
に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を
受けさせる

２．どのような行動がハラスメントになるのか

①パワハラの場合



21

２．どのような行動がハラスメントになるのか

①パワハラの場合

代表的な言動の類型 （イ）該当すると考えられる例 （ロ）該当しないと考えられる例

⑷ 過大な要求 （業務上明ら
かに不要なことや遂行不可能
なことの強制・仕事の妨害）

①長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下
での勤務に直接関係のない作業を命ずる
②新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到
底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できな
かったことに対し厳しく叱責する
③労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を
強制的に行わせる

① 労働者を育成するために現状よりも 少し高いレベルの業務
を任せる
② 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当
者に通常時よりも 一定程度多い業務の処理を任せる

⑸ 過小な要求 （業務上の合
理性なく能力や経験とかけ離
れた程度の低い仕事を命じるこ
とや仕事を与えないこと）

①管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行
可能な業務を行わせる
②気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事
を与えない

①労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽
減する

⑹個の侵害 （私的なことに
過度に立ち入ること）

① 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の
写真撮影をしたりする
② 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等
の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得
ずに他の労働者に暴露する

① 労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等に
ついてヒアリングを行う
② 労働者の了解を得て、当該労働者の機微な個人情報
（左記）について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に
伝達し、配慮を促す
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

①パワハラの場合

ノルマを達成するために自腹で商品を買い取る「自爆営業」についても、
厚生労働省はパワハラに該当する場合もあるとして指針に明記する方針で
す。

チョコっと情報

自爆営業の例

中古車販売店 入社時に半強制的な車の購入や保険加入、自動
車保険を自腹で契約

コンビニ アルバイトへ売れ残った商品の購入

飲食店 注文ミスや作り間違えた料理の購入

アパレルショップ 制服の購入と販売ノルマ達成のための服の購入

（出所：内閣府 規制改革推進会議 第１回 働き方・人への投資ワーキング・グループ）
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

②セクハラの場合

職場におけるセクシュアルハラスメントは、
「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対
する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けた
り、「性的な言動」により就業環境が害されることです。

性的な言動とは？
①性的な内容の発言
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報（噂）を流布すること、性的な冗談やから
かい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すこと等

②性的な行動
性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・ 掲示する
こと、強制わいせつ行為等

☛男女とも行為者にも被害者にもなり得ますし、異性に対するものだけではなく、同性に対
するものも該当します。
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

②セクハラの場合
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

②セクハラの場合

対価型セクシャルハラスメントの例
・事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を
解雇すること。

・出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、その労働者について不
    利益な配置転換をすること。
・営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議さ

    れたため、その労働者を降格すること。

環境型セクシャルハラスメントの例
・ 事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、その労働者が苦痛に感じてその就業意

      欲が低下していること。
・ 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、その労働

      者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
・ 労働者が抗議をしているにもかかわらず、同僚が業務に使用するパソコンでアダルトサイトを閲覧し

     ているため、それを見た労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

③妊娠・出産・育児休業等ハラスメント（マタハラ）の場合

職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、
「職場」において行われる上司・同僚からの言動（妊娠・出産したこと、
育児休業等の利用に関する言動）により、妊娠・ 出産した「女性労働者」
や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されること
です。

妊娠の状態や育児休業制度等の利用等と嫌がらせとなる行為の間に因果
関係があるものがハラスメントに該当します。
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

③妊娠・出産・育児休業等ハラスメント（マタハラ）の場合
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

③妊娠・出産・育児休業等ハラスメント（マタハラ）の場合

制度等のいやがらせ型ハラスメントの例
・ 産前休業の取得を上司に相談したところ、「休みを取るなら辞めてもらう」と言われた。
・ 時間外労働の免除について上司に相談したところ、「次の査定の際は昇進しないと思え」と言われた。
・育児休業の取得について上司に相談したところ、「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と
言われ、取得をあきらめざるを得ない状況になっている。

・産後パパ育休の取得を周囲に伝えたところ、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。あなたもそう
     すべき」と言われ苦痛に感じた。
・介護休業について請求する旨を周囲に伝えたところ、同僚から「自分なら請求しない。あなたもそう

     すべき」と言われた。「でも自分は請求したい」と再度伝えたが、 再度同様の発言をされ、取得を
    あきらめざるを得ない状況になっている。
・ 上司・同僚が「所定外労働の制限をしている人にはたいした仕事はさせられない」と繰り返し又は継

     続的に言い、専ら雑務のみさせられる状況となっており、就業する上で看過できない程度の支障が生
     じている。
・ 上司・同僚が「自分だけ短時間勤務をしているなんて周りを考えていない。迷惑だ。」と繰り返し又

     は継続的に言い、就業をする上で看過できない程度の支障が生じている（意に反することを明示し
     た場合に、さらに行われる言動も含む）。
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

③妊娠・出産・育児休業等ハラスメント（マタハラ）の場合

状態へのいやがらせ型ハラスメントの例
※ハラスメントの対象となる労働者は、妊娠等した女性労働者です。

・上司に妊娠を報告したところ「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかない」と言われた。

・上司・同僚が「妊婦はいつ休むかわからないから仕事は任せられない」と繰り返し又は継続的に言い、
仕事をさせない状況となっており、就業をする上で看過できない程度の支障が生じている。

・上司・同僚が「妊娠するなら忙しい時期を避けるべきだった」と繰り返し又は継続的に言い、就業を
する上で看過できない程度の支障が生じている。
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

③妊娠・出産・育児休業等ハラスメント（マタハラ）の場合

ハラスメントには該当しない業務上の必要性に基づく言動の具体例

◆「制度等の利用」に関する言動の例
①業務体制を見直すため、上司が育児休業をいつからいつまで取得するのか確認すること。
②業務状況を考えて、上司が「次の妊婦健診はこの日は避けてほしいが調整できるか」と確認すること。
③同僚が自分の休暇との調整をする目的で休業の期間を尋ね、変更を相談すること。
※②や③のように、制度等の利用を希望する労働者に対する変更の依頼や相談は、強要しない場合に限ら
れます。

◆「状態」に関する言動の例
①上司が、長時間労働をしている妊婦に対して、「妊婦には長時間労働は負担が大きいだろうから、業務
分担の見直しを行い、あなたの残業量を減らそうと思うがどうか」と配慮する。

②上司・同僚が「妊婦には負担が大きいだろうから、もう少し楽な業務に変わってはどうか」と配慮する。
③上司・同僚が「つわりで体調が悪そうだが、少し休んだ方が良いのではないか」と配慮する。
※①から③のような配慮については、妊婦本人にはこれまでどおり勤務を続けたいという意欲がある場合
であっても、客観的にみて、妊婦の体調が悪い場合は業務上の必要性に基づく言動となります。
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

カスタマーハラスメントについて

令和２年１月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に
起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」（令和２
年厚生労働省告示第５号）が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴
言、不当な要求等の著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）に関して、
事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮
の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うこ
とが有効である旨が定められました。

チョコっと情報
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

カスタマーハラスメントとは
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥
当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当
なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの

チョコっと情報

（出所：厚生労働省「カスタ
マーハラスメント対策に取り
組みましょう！」）
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

もしも、ハラスメントを受けてうつ病を発症したことは労
災だ！と言われたら…？

→厚生労働省では、労働者に発病した精神障害について、仕事が主な原因と
認められるかの判断（労災認定）の基準として「心理的負荷による精神障害
の認定基準」（以下「認定基準」）を定めています。
では、その基準を一緒にみてみましょう！
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

労災認定のための要件は次のとおりです。

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること

②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、
業務による強い心理的負荷が認められること

③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められ
ないこと
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

①認定基準の対象となる精神障害を発病している
こととは？

（出所：厚生労働省「精神障
害の労災認定」）
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、
業務による強い心理的負荷が認められることとは？

（出所：厚生労働省「精神障害の労災認定」）

→労働基準監督署の調査に基づき、発病前おおむね6か月の間に起きた業務に
よる出来事について、「業務による心理的負荷評価表」により「強」と評価
される場合、認定要件の②を満たします。
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、
業務による強い心理的負荷が認められることとは？

（出所：厚生労働省「精神障害の労災認定」）
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、
業務による強い心理的負荷が認められることとは？

（出所：厚生労働省「精神障害の労災認定」）
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

③業務以外の心理的負荷
や個体側要因により発病
したとは認められないこ
ととは？

（出所：厚生労働省
「精神障害の労災認
定」）
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

チョコっと情報

1 家事・育児は女性がするべきだ

2 男性が洗濯物を⼲すのはみっともない

3 家を継ぐのは男性であるべきだ

4 男性は結婚して家庭をもって一人前だ

5 女性は結婚によって、経済的に安定を得る方が良い

6 結婚したら姓を変えるのは女性であるべきだ

7 男性は仕事をして家計を支えるべきだ

8 共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先するべきだ

9 共働きで子どもの具合が悪くなった時、⺟親が看病する
べきだ

10 学級委員長や生徒会長は男子が、副委員長や副会長は
女子の方が向いている

次の質問に当てはまるのは何個ありますか？

11 女性に理系の進路（学校・職業）は向いていない

12 男性であればいい大学を出て出世を⽬指すべきだ

13 PTAには、女性が参加するべきだ

14 親戚や地域の会合で食事の準備や配膳をするのは女性の
役割だ

15 自治会や町内会の重要な役職は男性が担うべきだ

16 実の親、義理の親に関わらず、親の介護は女性がするべ
きだ

17 デートや食事のお⾦は男性が負担すべきだ

18 組織のリーダーは男性の方が向いている

19 大きな商談や大事な交渉事は男性がやる方がいい

20 事務作業などの簡単な仕事は女性がするべきだ
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２．どのような行動がハラスメントになるのか

さらに…チョコっと情報

21 職場では、女性は男性のサポートにまわるべきだ

22 育児期間中の女性は重要な仕事を担当すべきでない

23 男性は出産休暇／育児休業を取るべきでない

24 仕事より育児を優先する男性は仕事へのやる気が低い

25 営業職は男性の仕事だ

26 受付、接客・応対（お茶だしなど）は女性の仕事だ

27 職場での上司・同僚へのお茶くみは女性がする方が良い

28 転勤は男性がするものだ

29 男性なら残業や休日出勤をするのは当たり前だ

30 女性の上司には抵抗がある

次の質問に当てはまるのは何個ありますか？

31 同程度の実力なら、まず男性から昇進させたり管理職に
登用するものだ

32 女性社員の昇格や管理職への登用のための教育・訓練は
必要ない

33 仕事で成功していても、結婚をしていない女性は何かが
⾜りないと感じる

34 仕事で成功していても、結婚をしていない男性は何かが
⾜りないと感じる

35 女性は論理的に考えられない

36 男性は気を遣う仕事やきめ細かな作業は向いていない

37 男性は人前で泣くべきではない

38 女性には女性らしい感性があるものだ

39 男性より女性の方が思いやりがある

40 女性はか弱い存在なので、守らなければならない
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２．どのような行動がハラスメントになるのか
さらに…チョコっと情報

アンコンシャス・バイアス（unconscious bias）とは？

アンコンシャス・バイアスとは、「無意識の偏見・思い込み」を意味す
る言葉です。「自覚しない、無意識の」を意味する「unconscious」と、
「偏見、先入観」を意味する「bias」が組み合わさってできました。

アンコンシャス・バイアスは、その人の過去の経験や知識、価値観、信
念をベースに認知や判断を自動的に行い、何気ない発言や行動として現れ
ます。自分自身では意識しづらく、ゆがみや偏りがあるとは認識していな
いため、「無意識の偏見・思い込み」と呼ばれます。

アンコンシャス・バイアスは「誰にでもある」もののため、日常生活や
職場などさまざまな場面で見られるとされています。



43

２．どのような行動がハラスメントになるのか
さらに…チョコっと情報

アンコンシャス・バイアスの問題点

①企業内の多様性の芽が摘まれ、イノベーションが阻害される
②社員の能力が正当に評価されず、人材流出につながる
③ハラスメント事案が出てきて、社員のモチベーションが低下する
④広告や製品がアンコンシャス・バイアスを保ったまま作られてし
まった場合は、企業イメージを大きく毀損（きそん）する
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職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関
するハラスメント防止のために事業主が雇用管理上講ずべき措置があります。

①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
②相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
④併せて講ずべき措置（プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等）

３．ハラスメントの予防・解決のポイント
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３．ハラスメントの予防・解決のポイント
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３．ハラスメントの予
防・解決のポイント

参考：トップメッセージの発信

（出典：厚生労働省「職場における・パワー
ハラスメント対策・セクシュアルハラスメン
ト対策・妊娠・出産・育児休業等に関するハ
ラスメント対策は事業主の義務です！」）
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３．ハラスメントの予
防・解決のポイント

参考：トップメッセージの発信

（出典：厚生労働省「職場における・パワー
ハラスメント対策・セクシュアルハラスメン
ト対策・妊娠・出産・育児休業等に関するハ
ラスメント対策は事業主の義務です！」）



48

３．ハラスメントの予
防・解決のポイント

参考：相談・苦情対応フローチャート

（出典：厚生労働省「職場における・パワー
ハラスメント対策・セクシュアルハラスメン
ト対策・妊娠・出産・育児休業等に関するハ
ラスメント対策は事業主の義務です！」）
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４．ハラスメントの予防・解決のポイント

都道府県社会保険労務士会では、「社労士会労働紛争解決センター」を設置し、「あっせん」という手続
きで職場のトラブルの円満解決を図るお手伝いをしています。
「あっせん」とは、「経営者と従業員」の皆さまに、それぞれの意見を別々に伺ったうえで、適切な和解

案をご提案し、話し合いをもって解決を⽬指すものです（「経営者と従業員」の皆さまが、直接対面するこ
とはありません）。裁判のようにどちらかが「勝った」、「負けた」ではなく、双方が納得したうえでの解
決が図られます。
同センターでは、「特定社労士」が経営者と従業員の皆さまの代理人として「あっせん」のお手伝いをす

ることができます。
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ご清聴ありがとうございました！
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